
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

規

則

福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
二
十
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
十
五
号

福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
行
政
組
織
規
則
（
平
成
十
五
年
福
島
県
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
福
島
県
部
等
設
置
条
例
」
を
「
福
島
県
部
設
置
条
例
」
に
、
「
設
け
ら

れ
た
部
等
」
を
「
設
け
ら
れ
た
部
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
見
出
し
を
「
（
総
室
等
及
び
課
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
本
文
中
「
部
等
」
を
「
部
」

に
、
「
総
室
を
」
を
「
総
室
等
を
」
に
、
「
当
該
総
室
」
を
「
当
該
総
室
等
」
に
改
め
、
同
項
の
表
部

等
の
項
中
「
部

等
」
を
「
部
」
に
、
「
総

室
」
を
「
総

室

等
」
に
改
め
、
同
表
知
事
直
轄

「

財
務
総
室

総
務
課

財
政
課

入
札
監
理
課

税

の
項
を
削
り
、
同
表
総
務
部
の
項
中

シ
ス
テ
ム
課

「

知
事
公
室

秘
書
課

政
策
調
査
課

広
報
課

務
課

税
務

を

財
務
総
室

総
務
課

財
政
課

入
札
監
理
課

税
務
課

税
務

」

シ
ス
テ
ム
課

」

に
改
め
、
同
表
総
務
部
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

危
機
管
理
総
室

危
機
管
理
課

消
防
保
安
課

災
害
対
策
課

原
子

危
機
管
理
部

力
安
全
対
策
課

第
七
条
第
一
項
の
表
生
活
環
境
部
の
項
中
「
青
少
年
・
男
女
共
生
課
」
を
「
男
女
共
生
課
」
に
、

「

県
民
安
全
総
室

消
防
保
安
課

災
害
対
策
課

原
子
力
安
全
対
策
課

環
境
共
生
総
室

環
境
共
生
課

自
然
保
護
課

水
・
大
気
環
境
課

「

環
境
共
生

環
境
保
全
総
室

一
般
廃
棄
物
課

産
業
廃
棄
物
課

除
染
対
策
課

を

環
境
保
全

原
子
力
損
害
対
策

原
子
力
損
害
対
策
課

避
難
者
支
援
課

総
室

」

総
室

環
境
共
生
課

自
然
保
護
課

水
・
大
気
環
境
課

に
改
め
、
同
表
保
健
福
祉
部
の
項

総
室

一
般
廃
棄
物
課

産
業
廃
棄
物
課

除
染
対
策
課

」

「

「

生
活
福
祉
総
室

社
会
福
祉
課

福
祉
監
査
課

高
齢
福
祉
課

生
活
福

中

を

自
立
支
援
総
室

児
童
家
庭
課

子
育
て
支
援
課

障
が
い
福
祉
課

」

祉
総
室

社
会
福
祉
課

福
祉
監
査
課

高
齢
福
祉
課

障
が

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
文

い
福
祉
課

」

化
ス
ポ
ー
ツ
局
を
」
の
下
に
「
、
保
健
福
祉
部
に
こ
ど
も
未
来
局
を
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
及

び
生
活
拠
点
課
」
を
「
、
避
難
者
支
援
課
、
生
活
拠
点
課
及
び
原
子
力
損
害
対
策
課
」
に
改
め
、
同
条

第
六
項
の
表
職
員
業
務
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

原
子
力
安
全
対
策
課

放
射
線
監
視
室

第
七
条
第
六
項
の
表
原
子
力
安
全
対
策
課
の
項
を
削
り
、
同
表
地
域
医
療
課
の
項
中
「
感
染
・
看
護

室
」
を
「
医
療
人
材
対
策
室
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
六
項
と

し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

こ
ど
も
未
来
局
に
こ
ど
も
・
青
少
年
政
策
課
、
子
育
て
支
援
課
及
び
児
童
家
庭
課
を
置
く
。

第
八
条
第
一
項
中
「
知
事
直
轄
に
総
合
安
全
管
理
室
」
を
「
危
機
管
理
部
に
危
機
管
理
室
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
総
合
安
全
管
理
室
」
を
「
危
機
管
理
室
」
に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
二
項
と
す
る
。

第
九
条
の
二
を
削
る
。

第
十
条
の
見
出
し
及
び
同
条
本
文
中
「
総
務
部
各
総
室
」
を
「
総
務
部
各
総
室
等
」
に
改
め
、
同
条

の
表
財
務
総
室
の
項
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

知
事
公
室

（
秘
書
課
）

一

知
事
及
び
副
知
事
の
秘
書
に
関
す
る
こ
と
。

二

皇
室
に
関
す
る
こ
と
。

───────────────────────────────────────────────────────────
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三

式
典
、
儀
礼
等
に
関
す
る
こ
と
。

四

栄
典
、
知
事
表
彰
等
に
関
す
る
こ
と
。

五

知
事
宛
て
の
陳
情
書
等
の
整
理
に
関
す
る
こ
と
。

六

部
長
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

（
政
策
調
査
課
）

七

知
事
の
特
命
事
項
の
調
整
及
び
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

八

行
政
施
策
の
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

九

全
国
知
事
会
等
に
関
す
る
こ
と
。

十

政
策
監
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

（
広
報
課
）

十
一

県
政
の
広
報
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

庁
内
記
者
ク
ラ
ブ
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

庁
内
広
報
に
関
す
る
こ
と
。

（
県
民
広
聴
室
）

十
四

県
政
の
広
聴
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

県
政
相
談
に
関
す
る
こ
と
。

十
六

県
民
の
交
通
事
故
相
談
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
危
機
管
理
部
危
機
管
理
総
室
の
分
掌
事
務
）

第
十
条
の
二

危
機
管
理
部
危
機
管
理
総
室
の
分
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

危
機
管
理
総
室

（
危
機
管
理
課
）

一

部
内
の
事
務
の
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

部
内
に
お
け
る
人
事
、
予
算
及
び
経
理
に
関
す
る
こ
と
。

三

危
機
管
理
に
係
る
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

四

安
全
及
び
安
心
の
確
保
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
安
全
管
理
の
総
合
調
整
に
関

す
る
こ
と
。

五

県
地
域
防
災
計
画
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

六

国
民
保
護
法
制
に
関
す
る
こ
と
。

七

国
土
強
靱
化
地
域
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

じ
ん

八

消
防
防
災
航
空
セ
ン
タ
ー
、
原
子
力
セ
ン
タ
ー
及
び
消
防
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

（
消
防
保
安
課
）

九

消
防
に
関
す
る
こ
と
。

十

火
災
の
予
防
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

危
険
物
の
規
制
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

高
圧
ガ
ス
及
び
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

火
薬
類
及
び
猟
銃
等
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

電
気
工
事
士
及
び
電
気
工
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

県
地
域
防
災
計
画
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

（
災
害
対
策
課
）

十
六

災
害
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
（
避
難
者
支
援

課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

十
八

被
災
者
生
活
再
建
支
援
制
度
等
に
関
す
る
こ
と
（
避
難
者
支
援
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

除
く
。
）
。

十
九

総
合
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
防
災
行
政
無
線
を
含
む
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

二
十

県
地
域
防
災
計
画
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

（
原
子
力
安
全
対
策
課
）

二
十
一

原
子
力
安
全
対
策
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
二

原
子
力
発
電
所
施
設
に
係
る
安
全
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
三

原
子
力
災
害
対
策
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
十
四

原
子
力
防
災
及
び
放
射
線
に
係
る
知
識
の
普
及
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
五

県
地
域
防
災
計
画
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

（
放
射
線
監
視
室
）

二
十
六

環
境
放
射
線
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
七

環
境
放
射
線
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
デ
ー
タ
の
公
表
に
関
す
る
こ
と
。

「
（
統

第
十
一
条
の
表
情
報
統
計
総
室
の
項
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、

八

計
課
）

「
（
統
計
課
）

を

統
計
の
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。
」

九

統
計
の
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ

に
改
め
、
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

と
。
」

八

社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
一
条
の
表
避
難
地
域
復
興
局
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

避
難
地
域
復
興
局

（
避
難
地
域
復
興
課
）

一

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
平
成

二
十
三
年
四
月
二
十
二
日
に
警
戒
区
域
若
し
く
は
計
画
的
避
難
区
域
（
以
下
「
警
戒
区
域
等
」
と

い
う
。
）
又
は
緊
急
時
避
難
準
備
区
域
が
そ
の
区
域
内
に
設
定
さ
れ
た
市
町
村
の
帰
還
及
び
復
興

の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

（
避
難
者
支
援
課
）

二

東
日
本
大
震
災
（
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
及
び
こ

れ
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。
第
三
号
、
第
四
号
、
第
二
十
二
条
の
三

及
び
第
二
十
七
条
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
避
難
者
支
援
に
関
す
る
施
策
の
総
合
企
画
及

び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三

災
害
救
助
法
に
基
づ
く
費
用
の
支
弁
に
関
す
る
こ
と
（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

四

被
災
者
生
活
再
建
支
援
制
度
等
に
関
す
る
こ
と
（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
。

（
生
活
拠
点
課
）

───────────────────────────────────────────────────────────
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五

警
戒
区
域
等
が
そ
の
区
域
内
に
設
定
さ
れ
た
市
町
村
の
長
期
避
難
者
等
の
生
活
拠
点
の
整
備
に

係
る
企
画
、
調
整
及
び
推
進
並
び
に
当
該
生
活
拠
点
の
整
備
に
関
連
す
る
環
境
整
備
に
関
す
る
こ

と
。

（
原
子
力
損
害
対
策
課
）

六

原
子
力
損
害
対
策
に
係
る
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

七

原
子
力
損
害
の
賠
償
の
請
求
に
係
る
支
援
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

八

原
子
力
損
害
の
賠
償
に
係
る
相
談
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
二
条
の
表
生
活
環
境
総
室
の
項
第
四
号
中
「
消
防
防
災
航
空
セ
ン
タ
ー
、
」
及
び
「
原
子
力
セ

「
（
青
少
年
・
男
女
共
生
課
）

ン
タ
ー
、
消
防
学
校
」
を
削
り
、
同
項
中

十
二

青
少
年
の
育
成
施
策
の
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関

「
（
男
女
共
生
課
）

を

す
る
こ
と
。
」

十
二

男
女
共
同
参
画
社
会
の
形
成
に
係
る
施
策
の
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関
す

に
改
め
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
を
削
り
、
第
十
五
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
六
号
を

る
こ
と
。
」

「
（
生
活
交
通
課
）

「
（
生

第
十
四
号
と
し
、

を

十
七

生
活
交
通
体
系
に
係
る
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。
」

十
五

活
交
通
課
）

に
改
め
、
第
十
八
号
を
第
十
六
号

生
活
交
通
体
系
に
係
る
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。
」

「
（
国
際
課
）

と
し
、
第
十
九
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
二
十
号
を
第
十
八
号
と
し
、

二
十
一

国
際
化
施
策
の
企

「
（
国
際
課
）

を

に

画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。
」

十
九

国
際
化
施
策
の
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。
」

「
（
旅
券
室
）

改
め
、
第
二
十
二
号
を
第
二
十
号
と
し
、
第
二
十
三
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、

二
十
四

海
外
渡
航

「
（
旅
券
室
）

を

に
改
め
、
同
表
県
民
安
全
総
室
の

に
関
す
る
こ
と
。
」

二
十
二

海
外
渡
航
に
関
す
る
こ
と
。
」

項
及
び
原
子
力
損
害
対
策
総
室
の
項
を
削
る
。

第
十
三
条
の
見
出
し
及
び
同
条
本
文
中
「
保
健
福
祉
部
各
総
室
」
の
下
に
「
及
び
こ
ど
も
未
来
局
」

「
（
介
護
保
険
室
）

「
（
介
護
保

を
加
え
、
同
条
の
表
生
活
福
祉
総
室
の
項
中

を

十
八

介
護
保
険
に
関
す
る
こ
と
。
」

十
九

介

険
室
）

に
改
め
、
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第
十
七
号
と
し
、

護
保
険
に
関
す
る
こ
と
。
」

「
（
高
齢
福
祉
課
）

第
十
五
号
を
第
十
六
号
と
し
、

十
四

高
齢
社
会
対
策
の
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。
」

「
（
高
齢
福
祉
課
）

を

に
改
め
、
第
十
三
号
を
第
十

十
五

高
齢
社
会
対
策
の
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。
」

「
（
福
祉
監
査
課
）

「
（
福
祉
監
査
課
）

四
号
と
し
、

を

十
二

社
会
福
祉
法
人
の
認
可
に
関
す
る
こ
と
。
」

十
三

社
会
福
祉
法
人
の
認

に
改
め
、
第
十
一
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
を
一
号
ず

可
に
関
す
る
こ
と
。
」

つ
繰
り
下
げ
、
第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

生
活
困
窮
者
の
自
立
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
の
表
生
活
福
祉
総
室
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（
障
が
い
福
祉
課
）

二
十

障
が
い
者
施
策
の
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
一

障
が
い
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
の
総
合
的
な
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
二

精
神
保
健
及
び
精
神
障
が
い
者
の
福
祉
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
三

障
が
い
者
の
社
会
参
加
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
四

障
が
い
者
の
権
利
擁
護
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
の
表
自
立
支
援
総
室
の
項
を
削
り
、
同
表
健
康
衛
生
総
室
の
項
中
第
十
五
号
か
ら
第
十
七

号
ま
で
を
削
り
、
第
十
四
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
下

「
（
県
民
健
康
調
査
課
）

「
（
県
民

九

原
子
力
災
害
の
影
響
に
係
る
県
民
の
健
康
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

げ
、

を

（
地
域
医
療
課
）

（
地
域

十

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。
」

十
三

健
康
調
査
課
）

原
子
力
災
害
の
影
響
に
係
る
県
民
の
健
康
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

に
改
め
、
第
八
号
の
次
に

医
療
課
）

医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。
」

次
の
三
号
を
加
え
る
。

九

感
染
症
の
予
防
に
関
す
る
こ
と
。

十

予
防
接
種
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

結
核
の
予
防
に
関
す
る
こ
と
。

「
（
感
染
・
看
護
室
）

「
（
医
療

第
十
三
条
の
表
健
康
衛
生
総
室
の
項
中

を

十
九

感
染
症
の
予
防
に
関
す
る
こ
と
。
」

十
九

人
材
対
策
室
）

に
改
め
、
同
項
第
二
十
号
及
び
第
二
十
一
号
を
次
の
よ
う
に

医
師
及
び
歯
科
医
師
に
関
す
る
こ
と
。
」

改
め
る
。

二
十

診
療
放
射
線
技
師
、
診
療
エ
ッ
ク
ス
線
技
師
、
歯
科
衛
生
士
、
歯
科
技
工
士
、
理
学
療
法
士
、

作
業
療
法
士
、
視
能
訓
練
士
、
臨
床
工
学
技
士
及
び
義
肢
装
具
士
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
一

あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
師
、
は
り
師
、
き
ゅ
う
師
及
び
柔
道
整
復
師
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
三
条
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
ど
も
未
来
局

（
こ
ど
も
・
青
少
年
政
策
課
）

一

子
ど
も
に
関
す
る
施
策
の
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

少
子
化
対
策
の
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。
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三

児
童
の
健
全
育
成
に
関
す
る
こ
と
。

四

青
少
年
の
育
成
施
策
の
総
合
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

五

健
全
な
社
会
環
境
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

（
子
育
て
支
援
課
）

六

子
育
て
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

七

保
育
所
に
関
す
る
こ
と
。

八

保
育
士
に
関
す
る
こ
と
。

九

認
定
こ
ど
も
園
に
関
す
る
こ
と
。

十

母
子
保
健
に
関
す
る
こ
と
。

（
児
童
家
庭
課
）

十
一

児
童
の
福
祉
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

児
童
委
員
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

ひ
と
り
親
家
庭
等
の
福
祉
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

女
性
の
保
護
及
び
自
立
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

児
童
扶
養
手
当
及
び
特
別
児
童
扶
養
手
当
に
関
す
る
こ
と
。

十
六

児
童
手
当
に
関
す
る
こ
と
。

十
七

子
ど
も
の
医
療
費
に
関
す
る
こ
と
。

十
八

障
が
い
児
の
福
祉
に
関
す
る
こ
と
。

十
九

発
達
障
が
い
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
五
条
の
表
農
業
支
援
総
室
の
項
第
三
十
四
号
中
「
規
格
化
及
び
品
質
表
示
の
適
正
化
」
を
「
規

格
化
等
」
に
改
め
、
同
項
中
第
四
十
三
号
を
第
四
十
四
号
と
し
、
第
四
十
号
か
ら
第
四
十
二
号
ま
で
を

「
（
農
業
経
済
課
）

一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、

を

三
十
九

農
業
協
同
組
合
そ
の
他
農
業
団
体
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。
」

「
（
農
業
経
済
課
）

に
改
め
、
第
三
十
八
号
の
次

四
十

農
業
協
同
組
合
そ
の
他
農
業
団
体
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
。
」

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
十
九

食
品
表
示
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の
所
掌

に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

第
十
五
条
の
表
生
産
流
通
総
室
の
項
第
十
一
号
中
「
農
業
者
戸
別
所
得
補
償
制
度
」
を
「
経
営
所
得

安
定
対
策
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
の
表
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一
号

「
（
審
査
課
）

ず
つ
繰
り
上
げ
、

十
三

会
計
事
務
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

「
（
審
査
課
）

を

十
二

会
計
事
務
の
指
導
に
係
る
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

除
く
。
）
。
」

十
三

会
計
事
務
の
指
導
に
関
す
る
こ
と
（
他
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除

に
改
め
る
。

く
。
）
。
」

第
十
八
条
第
一
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、

同
項
第
三
号
の
表
中
消
防
防
災
航
空
セ
ン
タ
ー
の
項
、
原
子
力
セ
ン
タ
ー
の
項
及
び
消
防
学
校
の
項
を

削
り
、
同
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一

号
を
加
え
る
。

二

危
機
管
理
部

出

先

機

関

設

置

の

目

的

消
防
防
災
航
空
セ
ン
タ
ー

消
防
防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
消
防
防
災
活
動
を
行
わ
せ
る
た
め

原
子
力
発
電
所
周
辺
地
域
住
民
の
安
全
対
策
の
義
務
を
行
わ
せ
る
た

原
子
力
セ
ン
タ
ー

め

消

防

学

校

消
防
職
員
、
消
防
団
員
等
の
教
育
訓
練
を
行
わ
せ
る
た
め

第
二
十
二
条
の
表
知
事
直
轄
の
部
及
び
知
事
直
轄
に
属
す
る
総
合
安
全
管
理
室
の
部
を
削
り
、
同
表

部
の
部
政
策
監
の
項
中
「
財
務
総
室
」
の
下
に
「
、
危
機
管
理
部
に
あ
っ
て
は
危
機
管
理
総
室
」
を
加

「

生
活
交
通
担
当

上
司
の
命
を
受

課
長

に
参
画
す
る
。

え
、
同
表
企
画
調
整
部
に
附
置
す
る
避
難
地
域
復
興
局
の
部
中

原
子
力
安
全
対

上
司
の
命
を
受

策
担
当
課
長

に
参
画
す
る
。

「

け
、
特
に
指
示
さ
れ
た
局
の
事
務

原
子
力
安
全
対

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
示
さ
れ

策
担
当
課
長

に
参
画
す
る
。

を

け
、
特
に
指
示
さ
れ
た
局
の
事
務

生
活
交
通
担
当

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
示
さ
れ

課
長

に
参
画
す
る
。

」

た
局
の
事
務

に
改
め
、
同
部
避
難
者
支
援
担
当
課
長
の
項
を
削
り
、
同
表
企
画
調
整
部
に
附
置
す

た
局
の
事
務

」
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る
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
の
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

知
事
の
命
を
受
け
、
局
の
事
務
を
掌
理
し
、
所
属

局

長

職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

局

次

長

局
長
を
補
佐
し
、
局
の
事
務
を
整
理
す
る
。

私
学
・
法
人
担

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
示
さ
れ
た
局
の
事
務

当
課
長

に
参
画
す
る
。

男
女
共
生
担
当

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
示
さ
れ
た
局
の
事
務

課
長

に
参
画
す
る
。

雇
用
労
政
担
当

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
示
さ
れ
た
局
の
事
務

課
長

に
参
画
す
る
。

社
会
教
育
担
当

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
示
さ
れ
た
局
の
事
務

保
健
福
祉
部
に
附
置
す

課
長

に
参
画
す
る
。

る
こ
ど
も
未
来
局

義
務
教
育
担
当

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
示
さ
れ
た
局
の
事
務

課
長

に
参
画
す
る
。

高
校
教
育
担
当

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
示
さ
れ
た
局
の
事
務

課
長

に
参
画
す
る
。

特
別
支
援
教
育

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
示
さ
れ
た
局
の
事
務

担
当
課
長

に
参
画
す
る
。

健
康
教
育
担
当

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
示
さ
れ
た
局
の
事
務

課
長

に
参
画
す
る
。

上
司
の
命
を
受
け
、
特
に
指
示
さ
れ
た
局
の
事
務

総

括

主

幹

を
掌
理
す
る
。

第
二
十
二
条
の
表
知
事
直
轄
に
属
す
る
知
事
公
室
の
部
中
「
知
事
直
轄
」
を
「
総
務
部
」
に
改
め
、

同
表
生
活
環
境
部
に
属
す
る
県
民
安
全
総
室
の
部
、
生
活
環
境
部
に
属
す
る
原
子
力
損
害
対
策
総
室
の

部
及
び
保
健
福
祉
部
に
属
す
る
自
立
支
援
総
室
の
部
を
削
り
、
同
表
部
に
属
す
る
総
室
（
財
務
総
室
、

企
画
調
整
総
室
、
生
活
環
境
総
室
、
保
健
福
祉
総
室
、
商
工
労
働
総
室
、
農
林
水
産
総
室
及
び
土
木
総

室
を
除
く
。
）
の
部
中
「
財
務
総
室
」
の
下
に
「
、
危
機
管
理
総
室
」
を
加
え
、
同
表
総
合
安
全
管
理

室
、
避
難
地
域
復
興
局
、
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
、
観
光
交
流
局
、
知
事
公
室
及
び
総
室
に
属
す
る
課
の
部

中
「
総
合
安
全
管
理
室
、
」
を
削
り
、
「
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
」
の
下
に
「
、
こ
ど
も
未
来
局
」
を
加
え

る
。第

二
十
二
条
の
二
本
文
中
「
部
等
」
を
「
部
」
に
改
め
、
同
条
の
表
安
全
管
理
監
の
項
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。

危
機
管
理
監

知
事
の
命
を
受
け
、
安
全
及
び
安
心
の
確
保
に
関
す
る
施
策
の
総
合

的
な
推
進
並
び
に
安
全
管
理
の
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す

る
と
と
も
に
、
危
機
管
理
に
関
し
て
全
庁
を
統
括
し
、
危
機
が
生
じ

た
場
合
又
は
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
緊
急
的
対
応
に

関
す
る
事
務
に
つ
い
て
、
部
長
そ
の
他
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

第
二
十
二
条
の
二
の
表
原
子
力
損
害
対
策
担
当
理
事
の
項
中
「
及
び
避
難
者
支
援
」
を
削
り
、
同
表

子
育
て
支
援
担
当
理
事
の
項
を
削
り
、
同
条
を
同
条
第
一
項
と
し
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

危
機
管
理
監
の
職
は
、
危
機
管
理
部
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

第
二
十
二
条
の
六
を
削
り
、
第
二
十
二
条
の
五
を
第
二
十
二
条
の
六
と
す
る
。

第
二
十
二
条
の
四
中
「
前
三
条
」
を
「
第
二
十
二
条
か
ら
前
条
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
二

条
の
五
と
す
る
。

第
二
十
二
条
の
三
中
「
前
二
条
」
を
「
前
三
条
」
に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
二
条
の
四
と
し
、
第
二

十
二
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
風
評
・
風
化
対
策
監
）

第
二
十
二
条
の
三

前
二
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
部
に
、
風
評
・
風
化
対
策
監
を
置
き
、

そ
の
職
務
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
風
評
払
拭
や
風
化
防
止
に
係
る
施
策
の

推
進
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
し
、
第
二
十
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
事
務

を
所
掌
す
る
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
二
十
四
条
の
表
総
務
部
市
町
村
総
室
総
括
主
幹
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

危

機

管

理

部

主

幹

危
機
管
理
部
危
機
管
理
総
室
危
機
管
理
課
主
幹

第
二
十
四
条
の
表
生
活
環
境
部
県
民
安
全
総
室
総
括
主
幹
の
項
、
生
活
環
境
部
原
子
力
損
害
対
策
総

室
総
括
主
幹
の
項
及
び
保
健
福
祉
部
自
立
支
援
総
室
総
括
主
幹
の
項
を
削
り
、
同
表
保
健
福
祉
部
健
康

衛
生
総
室
総
括
主
幹
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

保
健
福
祉
部
こ
ど
も
未
来
局

保
健
福
祉
部
こ
ど
も
未
来
局
こ
ど
も
・
青
少
年
政
策
課
主
幹

総
括
主
幹

「

道
路
・

「

復
旧
・

橋
梁
課

別
表
第
一
の
七
の
表
福
島
県
相
双
建
設
事
務
所
の
項
中

を

に
改
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復
興
課

河
川
・

」

海
岸
課

」

め
、
同
表
の
七
の
表
を
同
表
の
八
の
表
と
し
、
同
表
の
六
の
表
を
同
表
の
七
の
表
と
し
、
同
表
の
五
の

表
を
同
表
の
六
の
表
と
し
、
同
表
の
四
の
表
福
島
県
県
北
保
健
福
祉
事
務
所
の
項
か
ら
福
島
県
相
双
保

「
十
四

行
旅
病
人
及
び
行
旅

「
十
四

行
旅
病
人
及
び
行
旅

死
亡
人
に
関
す
る
こ
と
。

健
福
祉
事
務
所
の
項
ま
で
の
項
中

を

死
亡
人
に
関
す
る
こ
と
。
」

十
五

生
活
困
窮
者
の
自
立

支
援
に
関
す
る
こ
と
。

」

に
改
め
、
同
表
の
四
の
表
福
島
県
県
中
保
健
所
の
項
中
「
、
第
五
号
」
を
「
及
び
第
五
号
」
に
改
め
、

「
及
び
第
二
十
一
号
に
定
め
る
事
務
」
を
削
り
、
同
表
の
四
の
表
を
同
表
の
五
の
表
と
し
、
同
表
の
三

の
表
中
福
島
県
消
防
防
災
航
空
セ
ン
タ
ー
の
項
、
福
島
県
原
子
力
セ
ン
タ
ー
の
項
及
び
福
島
県
消
防
学

校
の
項
を
削
り
、
同
表
の
三
の
表
を
同
表
の
四
の
表
と
し
、
同
表
の
二
の
表
を
同
表
の
三
の
表
と
し
、

同
表
の
一
の
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

二

危
機
管
理
部

名

称

内

部

組

織

出
先

機
関

位
置

所

管

区

域

分

掌

事

務

出
先
機

課
又
は

課
又
は

の
出

関

部

科

張
所

等

福
島
県

石
川

消
防
防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に

消
防
防

郡
玉

よ
る
消
防
防
災
活
動
に
関
す

災
航
空

川
村

る
こ
と
。

セ
ン
タ
ー

福
島
県

双
葉

一

原
子
力
発
電
所
周
辺
地

原
子
力

郡
大

域
の
環
境
放
射
能
の
監
視

セ
ン
タ
ー

熊
町

及
び
測
定
に
関
す
る
こ
と
。

二

環
境
放
射
能
に
係
る
調

査
分
析
に
関
す
る
こ
と
。

三

原
子
力
発
電
所
周
辺
地

域
住
民
の
安
全
対
策
に
関

す
る
こ
と
。

四

放
射
性
降
下
物
の
測
定

及
び
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

福
島

福
島

五

原
子
力
に
係
る
広
報
に

支
所

市

関
す
る
こ
と
。

福
島
県

福
島

総
務
課

消
防
職
員
、
消
防
団
員
等
の

消
防
学

市

教
務
課

教
育
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

校別
表
第
三
の
一
の
表
福
島
県
私
立
学
校
審
議
会
の
項
中
「
私
立
大
学
」
の
下
に
「
及
び
私
立
高
等
専

門
学
校
」
を
加
え
、
「
、
私
立
専
修
学
校
」
を
「
並
び
に
私
立
専
修
学
校
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
公

益
認
定
等
審
議
会
の
項
中
「
総
務
部
文
書
管
財
総
室
私
学
・
法
人
課
」
の
下
に
「
及
び
公
益
法
人
又
は

移
行
法
人
を
所
管
す
る
課
室
」
を
加
え
、
同
表
福
島
県
固
定
資
産
評
価
審
議
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

福
島
県
民
等

武
力
攻
撃
事
態
等
に
お
け
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置
に
関

危
機
管
理

保
護
協
議
会

す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
三
十
七
条
第
二

部
危
機
管

項
の
規
定
に
よ
る
県
の
区
域
に
係
る
国
民
の
保
護
の
た
め
の
措
置

理
総
室
危

に
関
す
る
重
要
事
項
の
審
議
及
び
意
見
の
具
申
に
関
す
る
こ
と
。

機
管
理
課

福
島
県
防
災

災
害
対
策
基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）

危
機
管
理

会
議

第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
福
島
県
地
域
防
災
計
画
の
作
成

部
危
機
管

及
び
そ
の
実
施
の
推
進
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
関
係

理
総
室
災

行
政
機
関
等
と
の
連
絡
調
整
等
の
防
災
に
関
す
る
事
務
に
関
す
る

害
対
策
課

こ
と
。

福
島
県
石
油

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
八

危
機
管
理

コ
ン
ビ
ナ
ー

十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー

部
危
機
管

ト
等
防
災
本

ト
等
特
別
防
災
区
域
に
係
る
防
災
計
画
の
作
成
及
び
そ
の
実
施
の

理
総
室
災

部

推
進
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
関
係
行
政
機
関
等
と
の

害
対
策
課

連
絡
調
整
等
の
防
災
に
関
す
る
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
三
の
一
の
表
福
島
県
防
災
会
議
の
項
か
ら
福
島
県
民
等
保
護
協
議
会
の
項
ま
で
及
び
福
島
県

小
児
慢
性
特
定
疾
病
審
査
会
の
項
を
削
り
、
同
表
福
島
県
障
が
い
者
施
策
推
進
協
議
会
の
項
及
び
福
島

県
精
神
医
療
審
議
会
の
項
中
「
保
健
福
祉
部
自
立
支
援
総
室
障
が
い
福
祉
課
」
を
「
保
健
福
祉
部
生
活

福
祉
総
室
障
が
い
福
祉
課
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
医
療
審
議
会
の
項
及
び
福
島
県
准
看
護
師
試
験
委

員
の
項
を
削
り
、
同
表
相
双
地
区
感
染
症
診
査
協
議
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

福
島
県
医
療

医
療
法
第
七
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
法
の
規
定

保
健
福
祉

審
議
会

に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
等
の
調
査
審
議
に
関
す

部
健
康
衛

る
こ
と
。

生
総
室
地
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域
医
療
課

福
島
県
准
看

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）

保
健
福
祉

護
師
試
験
委

第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
准
看
護
師
試
験
の
実
施
に
関

部
健
康
衛

員

す
る
こ
と
。

生
総
室
地

域
医
療
課

医
療
人
材

対
策
室

別
表
第
三
の
一
の
表
福
島
県
麻
薬
中
毒
審
査
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

福
島
県
小
児

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
十
九

保
健
福
祉

慢
性
特
定
疾

条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
の
保

部
こ
ど
も

病
審
査
会

護
者
に
つ
い
て
医
療
費
支
給
認
定
を
し
な
い
こ
と
に
関
す
る
審
査

未
来
局
子

に
関
す
る
こ
と
。

育
て
支
援

課

別
表
第
三
の
二
の
表
福
島
県
男
女
共
同
参
画
審
議
会
の
項
中
「
生
活
環
境
部
生
活
環
境
総
室
青
少
年
・

男
女
共
生
課
」
を
「
生
活
環
境
部
生
活
環
境
総
室
男
女
共
生
課
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
青
少
年
健
全

育
成
審
議
会
の
項
及
び
福
島
県
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
の
項
を
削
り
、
同
表
福
島
県
障
害
者
介
護
給
付

費
等
不
服
審
査
会
の
項
及
び
福
島
県
精
神
保
健
福
祉
審
議
会
の
項
中
「
保
健
福
祉
部
自
立
支
援
総
室
障

が
い
福
祉
課
」
を
「
保
健
福
祉
部
生
活
福
祉
総
室
障
が
い
福
祉
課
」
に
改
め
、
同
表
福
島
県
薬
事
審
議

会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

福
島
県
子
ど

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）

保
健
福
祉

も
・
子
育
て

第
七
十
七
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
事
務
の
処
理
、
就
学
前
の
子

部
こ
ど
も

会
議

ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す

未
来
局
こ

る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
十
七
条
第
三
項
、

ど
も
・
青

第
二
十
一
条
第
二
項
及
び
第
二
十
二
条
第
二
項
に
定
め
る
事
項
並

少
年
政
策

び
に
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
二

課

十
号
）
第
九
条
第
一
項
に
掲
げ
る
事
項
の
調
査
審
議
そ
の
他
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

福
島
県
青
少

福
島
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
（
昭
和
五
十
三
年
福
島
県
条
例

保
健
福
祉

年
健
全
育
成

第
三
十
号
）
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
例
の
規
定
に

部
こ
ど
も

審
議
会

よ
り
定
め
ら
れ
た
事
項
そ
の
他
知
事
の
諮
問
事
項
に
関
す
る
調
査

未
来
局
こ

審
議
並
び
に
青
少
年
の
健
全
な
育
成
に
関
す
る
事
項
の
調
査
及
び

ど
も
・
青

知
事
に
対
す
る
建
議
に
関
す
る
こ
と
。

少
年
政
策

課

福
島
県
い
じ

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
）

保
健
福
祉

め
問
題
調
査

第
二
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
重
大
事
態
に
係
る
調
査
結
果
の

部
こ
ど
も

委
員
会

調
査
に
関
す
る
こ
と
。

未
来
局
児

童
家
庭
課

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
行
政
経
営
課
）


